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令和２年度青森県農泊需要早期回復事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１ 県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、県外からの観光客や教育旅行

の利用が落ち込んでいる県内の農林漁業体験民宿（農山漁村滞在型余暇活動のための基

盤整備の促進に関する法律（平成６年法律第４６号）第２条第５項に規定する農林漁業

体験民宿業を営む民宿をいう。以下同じ。）の宿泊需要の早期回復を図ることを目的と

して、県内の農林漁業体験民宿が県内居住者に対して実施する農泊需要早期回復事業に

要する経費について、令和２年度予算の範囲内において、県内の農林漁業体験民宿に対

し、令和２年度青森県農泊需要早期回復事業費補助金（以下「補助金」という。）を交

付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５

年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。

（補助対象者）

第２ 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、令和２年度青森

県農泊需要早期回復事業実施・公募要領（以下「実施・公募要領」という。）の第４に

掲げる要件を満たす農林漁業体験民宿とする。

（補助事業）

第３ 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、県内居住者に対し

て実施･公募要領の第５に掲げる要件を満たす宿泊プランを提供する事業とする。

（補助対象経費及び補助金の額）

第４ 補助対象経費は、第３に掲げる宿泊プランの提供に要する経費とし、補助金の額は、

当該宿泊プランの利用者１人１泊につき5,500円を宿泊数に乗じて得た額とする。

（申請書等）

第５ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書

類は次のとおりとする。

（１）実施計画書（実施･公募要領 様式２）

（２）その他知事が必要と認めた書類

（補助金の交付の条件）

第６ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規

定により付された条件となるものとする。

（１）補助事業に要する経費について、次に掲げる変更等を加える場合は、事業変更承

認申請書（第２号様式）を知事に提出してその承認を受けること。

ア 事業実施主体の変更（組織形態を変更する場合に限る。）

イ 実施計画書に記載した宿泊プランの内容の変更又は宿泊プランの追加

ウ 補助金の増を伴う変更

エ 補助金の５０％を超える減を伴う変更
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（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止（廃止）承認申請書（第

２号様式）を知事に提出してその承認を受けること。

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合において、速やかにその旨を知事に報告してその指示を受けること。

（４）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかに

する書類、帳簿等を備え付け、これらを令和３年４月１日から５年間保管しておく

こと。

（申請の取下げの期日）

第７ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交

付の決定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日とする。

（補助金の交付方法）

第８ 補助金は、補助事業の完了後交付する。

（状況報告）

第９ 規則第１０条の規定による報告は、令和３年２月２８日までの間で、知事が別に定

める期日までに状況報告書（第３号様式）を提出して行うものとする。

（実績報告）

第１０ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承

認を受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は令和３年３月１０

日のいずれか早い期日までに実績報告書（第４号様式）その他知事が必要と認める書

類を添えて行うものとする。

（補助金の請求）

第１１ 補助金の請求は、補助金請求書（第５号様式）を知事に提出して行うものとす

る。

附則

この要綱は、令和２年１０月９日から施行する。
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第１号様式（第５関係）

番 号

年 月 日

青森県知事 殿

住 所

申請者

氏名（名称及び代表者氏名） 印

令和２年度青森県農泊需要早期回復事業費補助金交付申請書

令和２年度において実施する青森県農泊需要早期回復事業について、補助金の交付を

受けたいので、青森県補助金等の交付に関する規則第３条の規定により、関係書類を添

えて下記のとおり申請します。

記

１ 補助金交付申請額

補助金交付申請額 金 円

１人１泊につき５，５００円× 人泊分

２ 事業の内容等

別添「実施計画書」のとおり
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第２号様式（第６関係）

番 号

年 月 日

青森県知事 殿

住 所

補助事業者

氏名（名称及び代表者氏名） 印

令和２年度青森県農泊需要早期回復事業変更（中止・廃止）承認申請書

年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定の通知を受けた

令和２年度青森県農泊需要早期回復事業について、下記のとおり変更（中止・廃止）し

たいので、令和２年度青森県農泊需要早期回復事業費補助金交付要綱第６第１項第１号

（第２号）の規定により、その承認を申請します。

記

１ 変更（中止・廃止）の理由

２ 変更（中止・廃止）の内容

（注）以下第１号様式及び実施計画書の例により作成するものとし、

① 変更の場合は、容易に比較対照できるように記載すること。

② 中止又は廃止の場合は、中止又は廃止の年月日並びにその時点における事

業の内容を記載すること。

③ 補助金の額が増額する場合は、件名の「○○事業変更承認申請書」を「○

○事業の変更及び追加交付申請書」とし、本文中の「下記のとおり変更した

いので、令和２年度青森県農泊需要早期回復事業費補助金交付要綱第６第１

項第１号の規定により、その承認を申請します。」を「下記のとおり変更し

たいので、令和２年度青森県農泊需要早期回復事業費補助金交付要綱の規定

により、補助金○○○円を追加交付されたく申請します。」とすること。
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第３号様式（第９関係）

番 号

年 月 日

青森県知事 殿

住 所

補助事業者

氏名（名称及び代表者氏名） 印

令和２年度青森県農泊需要早期回復事業状況報告書

年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定の通知を受け

た令和２年度青森県農泊需要早期回復事業の状況について、青森県補助金等の交付に関

する規則第１０条の規定により、下記のとおり報告します。

記

割当販売数（A） 販売済み数（B） 残数（A）-（B）

うち宿泊が完了したもの
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第４号様式（第１０関係）

番 号

年 月 日

青森県知事 殿

住 所

補助事業者

氏名（名称及び代表者氏名） 印

令和２年度青森県農泊需要早期回復事業完了（廃止）実績報告書

年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定の通知を受け

た令和２年度青森県農泊需要早期回復事業が完了（を廃止）したので、青森県補助金等

の交付に関する規則第１２条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 補助金交付申請額

補助金交付申請額 金 円

１人１泊につき５，５００円× 人泊分

２ 添付書類

宿泊者全員分の宿泊確認書及びアンケート（実施･公募要領様式３）

３ 補助事業完了年月日 年 月 日
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第５号様式（第１１関係）

番 号

年 月 日

青森県知事 殿

住 所

補助事業者

氏名（名称及び代表者氏名） 印

令和２年度青森県農泊需要早期回復事業費補助金請求書

金 円

ただし、 年 月 日付け 第 号で交付決定の通知を受けた

令和２年度青森県農泊需要早期回復事業費補助金として、上記の金額を請求します。

補助金交付決定額 確定額 請求額 残額

円 円 円 円

＜振込先口座情報＞

銀行・金庫 本店・支店

金融機関名

信組・農協 出張所

預金種別 □ 普通 □ 当座 ※該当の種別にチェックを入れてください。

口座番号

フリガナ

口座名義

※代表者印のないものは無効となります。


